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榛東村外国人英語指導助手配置業務委託仕様書 

 

１ 目 的 

本仕様書は、榛東村教育委員会（以下、「教育委員会」という）が外国人英語指

導助手配置業務委託（以下、「業務委託」という）の実施に当たり、公募型プロポ

ーザル方式により選定され教育委員会と業務委託契約を締結した者（以下、「受託

者」という）が外国人英語指導助手（以下、「ＡＬＴ」という）を配置し、榛東村

における英語指導業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２ 法令等の遵守 

業務の遂行に当たっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）及び榛東村個人情報保護条例等（令和4年条例

第33号）の関連法令を遵守し、業務を行うこととする｡ 

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日（１年間）までとする。 

 

４ 業務場所 

教育委員会が所管する榛東村立小学校２校、榛東村立中学校１校及び榛東村立幼

稚園１園とする。 

 

５ 配置人数 

ＡＬＴ２人 

 

６ 勤務日数及び時間等について 

（１）履行期間のうち始業式から卒業式までの期間において、教育委員会が委託

する配置日（おおむね２１０日程度）とし、原則として月曜日から金曜日ま

での午前８時１５分から午後４時４５分まで（うち休憩時間６０分）とする。

ただし、学校や教育委員会の行事等により事前に双方の合意がある場合は、

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を勤務日とする

ことができる。 

（２）休憩時間は、１日当たり１時間を超えない範囲で設ける。 
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（３）勤務時間の割り振りは、教育委員会の指示によるものとする。また、必 

要に応じて、教育委員会と受託者が調整をすることにより柔軟に対応でき 

るものとする。 

（４）勤務日及び勤務時間以外に業務を実施したときは、勤務日数及び勤務時 

間の中で調整することとする。 

 

７ 配置計画                             

（１）ＡＬＴの配置は、榛東村立小学校に１名、榛東村立中学校に１名とする。 

（２）榛東村立小学校に配置したＡＬＴは、北小学校及び南小学校を受け持つ 

こととする。 

（３）榛東村立小学校及び中学校に配置したＡＬＴは、必要に応じて幼稚園で 

の指導を受け持つこととする。 

（４）具体的な年間の配置計画については、契約締結後に決定する。 

 

８  受託者の主な業務 

（１）榛東村立小学校及び中学校へのＡＬＴ配置業務 

（２）上記の業務を円滑に履行するために必要な次の業務を行うこと。 

ア ＡＬＴに対する学習指導要領に基づく指導、カリキュラム等への理解、

その他業務遂行に必要となる研修の実施                   

イ 教育委員会、学校及びＡＬＴの連絡調整 

ウ ＡＬＴの勤務管理及び教育委員会・学校との連絡調整等を担う担当コー 

ディネーターの選任 

エ コーディネーターによる学校訪問、ＡＬＴの業務遂行状況の把握及び評価 

オ 上記エについての報告及び第１２項の報告書等の提出 

カ ＡＬＴの勤務管理及び欠勤、遅刻等がある場合の教育委員会及び学校の事 

前報告並びに必要により代理のＡＬＴの配置対応 

キ ＡＬＴが学校の指揮命令に忠実に従い、学校の規律、施設管理上の規則等

を遵守するための適切な措置 

ク ＡＬＴへの指導方法等の助言及び教材作成業務支援 

ケ ＡＬＴに係る学校からの要望、苦情等への対応 

コ 教育委員会がＡＬＴに依頼する研究会、研修会及び会議等への協力及び出 

 席 

サ 学校への定期的なヒアリング、アンケートの実施 
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９ ＡＬＴの業務内容 

（１）各校長が編成した教育課程に基づく英語教育及び外国語活動 

（２）英語教材作成、英語スピーチコンテスト及び英語教育に関する研究における

指導 

（３）特別活動及び総合的な学習の時間における指導 

（４）給食、清掃時間等における児童生徒との交流及び英語指導 

（５）校内研修での指導 

（６）榛東村の英語教育、外国語活動の研修会等における指導 

（７）第１号から第６号に付随又は関連する業務 

（８）その他榛東村が必要と認め、受託者が合意した業務 

 

１０  ＡＬＴの資格要件等 

（１）母語が英語又は同等の英語力を有し、現代の標準的な発音、リズム及びイ

ントネーションを身に付け、正確かつ適切に指導できる優れた語学力又は論

理的に文章を構成する力を備えていること。 

（２）大学卒業程度又はこれと同程度以上の能力を有する者であること。 

（３）心身ともに健康であり、継続して業務を遂行できること。 

（４）日本の生活及び学校教育に適応でき、外国語教育に対する関心と意欲を有 

すること。 

（５）教職員や児童生徒と積極的にコミュニケーションを図り、協調して業務に 

従事できること。 

（６）日常会話程度の日本語による意思疎通が可能であり、日本の文化及び習慣 

に理解と関心を有すること。 

（７）通勤及び配置校間の移動を自ら行うことができること。 

（８）職務専念義務及び守秘義務を履行できること。 

（９）日本国内で就労可能な在留資格を有しており、犯罪経歴がないこと。 

（10）次に掲げる条件を満たしていることが望ましい。 

ア 母国の教員免許及びＴＥＦＬ、ＴＥＳＯＬ等の資格を有していること。 

イ 日本の小中学校及び高等学校において、英語指導経験があること。 

 

１１ ＡＬＴの交替について 

（１）配置されるＡＬＴについては、授業を適正に行い、国内の法令を遵守する

とともに高い服務規律を守ることとし、受託者は、そのための適切な指導体

制を構築すること。 
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（２）本業務委託を行う受託者は、配置されたＡＬＴの業務状況について、定期

的に監督するものとする。 

（３）ＡＬＴが誠実に業務を遂行しない場合や、児童生徒、教員、教育委員会等

との関係が円滑にいかない場合は、受託者が適宜指導を加えるものとする。

指導後、改善の見込みがない場合は、教育委員会と協議の上、交替するもの

とする。 

 

１２ 報告書等書類の提出について 

（１）ＡＬＴの名簿経歴書 

ＡＬＴの氏名、国籍、勤務年数、勤務経験、経歴等を記載したものを勤 

務開始日の前日までに提出すること。 

（２）労災掛金証明書及び採用前健康診断票 

勤務開始日の前日までに提出すること。 

（３）月別業務実施報告書 

ア 本業務委託履行月の翌月１０日までに提出すること。 

イ 勤務日、巡回先の学校その他の必要な事項を記載することとする。 

（４）業務完了報告書 

本業務委託は年度ごとに報告し、当該年度の３月末日までに提出するこ 

と。 

（５）その他、教育委員会の求めに応じて、本業務委託に係る出勤証明、業務日誌 

等を作成し提出すること。 

１３ 業務委託料の支払 

（１）業務委託料は、受託者に対し、月毎の分割払いにより支払うものとする端 

数が生じたときは、各年度最終月の業務委託料により清算するものとする。 

（２）業務委託料の支払は、前項第３号の月別実施報告書を検査し、適正に業 

務が履行されたと認めたときは、適正な請求書を受理した日から３０日以内 

に支払うこととする。 

 

１４ 受託に係る費用 

受託者は、本業務委託の履行に係る一切の費用を負担するものとする。 

 

１５ 留意事項 

（１）学習指導要領等が変更されたときは、教育委員会は受託者と協議し、合意 

の上、変更事項への対応をすることとする。 
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（２）再委託の禁止 

受託者は、本業務委託の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

（３）秘密保持 

受託者及びＡＬＴは、業務上知り得た秘密情報及び個人情報を第三者に漏ら 

してはならず、この義務は契約期間終了後も継続するものとする。 

（４）業務遂行中及び業務場所への移動中における事故について 

ＡＬＴの業務場所への移動中の身体に係わる事故については、受託者の責任 

において一切の処理をするものとする。また、加害者となった場合は、受託 

者の責任において一切の処理をするものとする。 

（６）業務委託の実施上、受託者又はＡＬＴの責に期す理由により教育委員会、 

学校又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。 

（７）本仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、教育委員会と受託者と 

の協議の上、決定するものとする。 

（８）本事業の実施にあたっては、自治体の費用負担の軽減に配慮し、補助金等

の活用やICT・AIの活用による業務効率化について検討すること。 


